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ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス(

加
温
型)

の

資
材
費
の
一
部
助
成

対
象　

施
設
面
積
が
３
３
０
㎡
以
上

３
３
０
０
㎡
未
満
で
令
和
５
年
中
に
新

設
・
改
修
す
る
農
家

算
定
基
準
額　
設
置
費
用
に
対
し
3.3
㎡

当
た
り
新
設
８
千
円
、
改
修
３
千
円

補
助
額　
新
設
・
改
修
費
用
の
10
分
の

1
以
内

申
込
期
限　
１
月
4
日
㈭

申
込
・
問　
認
め
印
、
見
積
書
、
内
訳

書
、
領
収
書
を
提
出

農
政
課

農
地
の
賃
借
料
情
報

田 畑

市内平均 11,300円 9,900円

古河地区 8,900円 6,700円

総和地区 11,000円 9,200円

三和地区 12,900円 10,500円

※令和4年に利用権設定により締結
された賃借料水準(年額)を10アール
当たりの金額で公表。

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

地
域
猫
活
動
を
ご
存
じ
で
す
か

　
地
域
猫
活
動
と
は
、
地
域
住
民
が
主

体
と
な
っ
て
野
良
猫
を
原
因
と
す
る
地

域
の
生
活
環
境
被
害
の
解
決
や
、
野
良

猫
の
数
を
減
ら
す
こ
と
を
目
指
す
取
り

組
み
で
す
。
不
妊
去
勢
手
術
や
餌
の
管

理
、
ト
イ
レ
の
設
置
な
ど
の
活
動
が
あ

り
ま
す
。
一
代
限
り
の
命
を
全
う
さ

せ
、
将
来
的
に
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を

減
ら
し
、
み
ん
な
で
住
み
良
い
地
域
を

作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問　

環
境
課

い
ば
ら
き
身
障
者
等
用

駐
車
場
利
用
証
制
度

　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
公
共
施

設
な
ど
に
あ
る
身
障
者
等
用
駐
車
場
を

本
当
に
必
要
と
し
て
い
る
人
が
利
用
し

や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
障
が

い
者
、
高
齢
者
、
難
病
患
者
お
よ
び
妊

産
婦
の
人
な
ど
の
申
し
出
に
よ
り
利
用

証
を
発
行
す
る
制
度
で
す
。
交
付
に
は

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

都
市
計
画
に
関
す
る
案
の
縦
覧

案
件　

〇
地
区
計
画
の
決
定(

東
山

田
・
谷
貝
地
区)

〇
用
途
地
域
、
地
区
計
画
の
変
更(

古

河
駅
東
部
地
区)

縦
覧
期
間　
12
月
13
日
㈬
～
27
日
㈬

縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課

意
見
書
提
出
期
限　
12
月
27
日
㈬

※
様
式
は

都
市
計
画
課
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

問　

都
市
計
画
課

平
成
館
「
ウ
ィ
ン
タ
ー
シ
ー
ズ
ン

限
定
宿
泊
プ
ラ
ン
」

期
間　
1
月
8
日
㈪
～
2
月
29
日
㈭

費
用　
大
人
1
人
６
５
０
０
円(

1
泊

2
食
付
き)

※
小
中
学
生
・
幼
児
も
別
途
承
り
ま
す
。

申
込
期
限　
２
月
27
日
㈫

申
込
・
問　

サ
ン
ワ
設
計
ネ
ー
ブ
ル

パ
ー
ク
平
成
館

℡
９
１
‐
２
０
８
０

  

イ
ベ
ン
ト

こ
が
・
つ
な
が
る
ス
マ
ホ
教
室

　
利
用
状
況
に
応
じ
た
２
つ
の
コ
ー
ス

が
選
べ
、個
別
相
談
会
も
実
施
し
ま
す
。

■
基
本
的
な
使
い
方

期
日　
１
月
17
日
㈬

■
活
用
の
幅
を
広
げ
よ
う

期
日　
1
月
24
日
㈬

【
共
通
事
項
】

時
間　
①
9
時
30
分
～
12
時
30
分

②
13
時
30
分
～
16
時
30
分

※
①
と
②
の
内
容
は
同
じ
で
す
。

場
所　
ユ
ー
セ
ン
タ
ー
KI
防
水

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

等定
員　
各
10
人(

先
着)

講
師　

㈱
サ
ン
オ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ

申
込　
12
月
11
日
㈪
～
25
日
㈪
の
９
時

～
16
時
に
サ
ン
オ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
へ
申
し
込
み

℡
２
３
‐

５
５
２
０

問　

IT
戦
略
課

古
河
市
民
大
学
防
災
講
座

～
協
力
型
防
災
ゲ
ー
ム「LIFE

」～

　
楽
し
み
な
が
ら
自
助
や
共
助
の
大
切

さ
を
学
び
ま
す
。

期
日　
2
月
3
日
㈯

時
間　
9
時
30
分
～
12
時
30
分

場
所　
野
本
電
設
工
業
コ
ス
モ
ス
プ
ラ

ザ対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
の
人

定
員　
35
人(

多
数
抽
選)

講
師　
石
井
博
之
氏(

古
河
市
防
災
監)

申
込
期
限　
12
月
28
日
㈭

申
込
・
問　

生
涯
学
習
課

  
市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館

■
と
ね
ミ
ド
リ
館

期
日　
１
月
11
日
㈭

問　
と
ね
ミ
ド
リ
館

℡
９
２
‐
４
０
０
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日
・
場
所

１
月
14
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
12
時

問　

市
民
総
合
窓
口
課

歯
周
病
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

期
限　
2
月
29
日
㈭
検
診
分

対
象　
3
月
31
日
ま
で
に
40
歳
、
50
歳

に
な
る
人

※
対
象
者
に
は
5
月
末
に
受
診
券
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
紛
失
し
た
場
合
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

費
用　
５
０
０
円

内
容　
問
診
、
口こ

う

腔く
う

内
検
査
、
検
診
結

果
説
明
お
よ
び
歯
科
保
健
指
導

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
３

ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
に

入
学
祝
品
を
贈
呈
し
ま
す

　

(

福)

茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭(

母
子
・
父
子)

の
令
和
６
年
度
小
学
校
入
学
予
定
児
童

に
、
入
学
祝
品(

学
用
品)

を
贈
呈
し
ま

す
。

申
込
期
限　
12
月
25
日
㈪

申
込
・
問　

子
ど
も
福
祉
課

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
老
後
の
所
得
保
障
だ
け

で
な
く
、
病
気
や
け
が
で
重
い
障
が
い

が
残
っ
た
と
き
な
ど
に
も
年
金
が
支
給

さ
れ
、
人
生
の
「
万
が
一
」
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
免
除(
全

額
・
一
部)

や
納
付
猶
予
、
学
生
納
付

特
例
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
申
請
の
際
に
は
、
学

生
証(

両
面
コ
ピ
ー)

を
持
参
く
だ
さ
い
。

問　

国
保
年
金
課

介
護
保
険
に
関
す
る
控
除
申
請

■
介
護
保
険
制
度
に
よ
る
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定

　
65
歳
以
上
で
障
が
い
の
あ
る
人
は
、

障
害
者
手
帳
等
が
な
い
場
合
で
も
、
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書(

後
日
発
行)

を
も
っ
て
、
所
得
税
と
住
民
税
の
障
害

者
控
除
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

対
象　
次
の
①
～
③
全
て
を
満
た
し
、

④
ま
た
は
⑤
の
状
態
で
あ
る
場
合

①
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
、
所
得
税
ま

た
は
住
民
税
の
課
税
対
象
者
②
要
介
護

認
定
の
有
効
期
間
が
令
和
５
年
中
の
人

③
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
人
④
認
知
症
状
を
有
す
る
人
、
ま

た
は
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
る
人
⑤

介
助
な
し
に
は
外
出
で
き
な
い
人
、
ま

た
は
ほ
と
ん
ど
寝
た
き
り
の
状
態
で
生

活
全
般
に
介
助
が
必
要
な
人

■
介
護
お
む
つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費

控
除
の
取
り
扱
い

　
控
除
を
受
け
る
場
合
、
医
師
の
発
行

す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書
が
必
要
で

す
。
2
年
目
以
降
の
人
は
、
市
発
行
の

確
認
書(
後
日
発
行)

で
代
用
で
き
ま
す
。

対
象　
次
の
①
～
④
全
て
を
満
た
す
人

①
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
、
所
得
税
ま

た
は
住
民
税
の
課
税
対
象
者
②
要
介
護

認
定
の
有
効
期
間
が
令
和
５
年
中
の
人

③
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

の
が
2
年
目
以
降
の
人
④
寝
た
き
り
の

状
態
で
、
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
人

※
別
途
、
お
む
つ
使
用
証
明
書
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

申
込　
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者

証
と
申
請
書
を

高
齢
介
護
課
、

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合

窓
口
室
の
い
ず
れ
か
へ
提
出

問　

高
齢
介
護
課

℡
９
２
‐
４
９
２
１

「
い
ば
ら
き
シ
ニ
ア
カ
ー
ド
」
を

お
持
ち
で
す
か

　
協
賛
店
舗
に
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ

と
で
、
料
金
割
引
や
ポ
イ
ン
ト
加
算
な

ど
の
優
待
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

対
象　
県
内
在
住
の
65
歳
以
上

申
込　

高
齢
介
護
課
、

市
民
総

合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口
室

で
申
し
込
み

問　

高
齢
介
護
課

℡
９
２
‐
４
９
２
１




